






みんなでやれば
保険料が下がる

5つの行動

※令和4年度の介護保険料率は1.64％です（対象：40～64歳）。

健診結果で「要治療」「再検査」の
判定を受けたら、必ず3ヵ月以内に医療機関を受診する。

福井支部 90776（27）8301（企画総務グループ） 協会けんぽ 福井支部 検索お問い合わせ

協会けんぽからのお知らせ

インセンティブ制度・５つの行動みなさんの取り組みで保険料を下げることができる!?

令和2年度の結果を受け、令和4年度の保険料率が決まりました！

健康保険料率とは？ インセンティブ制度が導入

さらに 結 果
平成30年度から導入されたインセンティブ（報奨金）制度。下記の5つの指標に基づ
き、事業主および被保険者の皆さまの健康づくりに関する取り組み結果をランキング
し、その総合順位が全国23支部以内になると、順位に応じた「インセンティブ」が付
与されます。この結果を、2年後の健康保険料率に反映させるという仕組みです。

健康保険料率は都道府県単位で決定しています。したがって、保険料率は都道府県に
よって違っており、協会けんぽ加入者一人あたりの医療費が大きく影響してきます。そ
のため、医療費が下がれば、保険料率も下がるという仕組みです。

令和4年度の健康保険料率は？
令和4年度※令和4年3月分（4月納付分から）

令和2年度：第26位

67.1％
58.7％

特定保健指導対象者の
案内を送付（事業所あて）

協会けんぽと事業所で
都合の良い日程を調整

保健師が訪問
（WEB面談もあり）

指標❶ 健診に行く（特定健診等の実施率）
令和2年度
32位

令和2年度
17位

令和2年度
43位

令和2年度
22位

指標❸ 適正体重をめざす（特定保健指導対象者の減少率） 指標❹ 健診で引っかかったら病院へ
（医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率）

指標❷ 健康相談を受ける（特定保健指導の実施率） 指標❺ 薬はジェネリックにしてもらう
（ジェネリック医薬品【後発医薬品】の使用割合）

2021年6・7月号掲載 2021年12月・2022年1月号掲載 2022年2・3月号（今回号P.8）掲載

9.96％ － 0.00％（インセンティブ付与なし）

2021年10・11月号掲載2021年8・9月号掲載

家族みんなが健診を受けることで
保険料率が下がる!?

健診後の「特定保健指導」で
脱メタボを目指しましょう！

インセンティブ
行動１

事業所様へ

協会けんぽの生活習慣病予防健診（被保険者の方）、
特定健診（被扶養者の方）を受診する。

インセンティブ
行動3

「特定保健指導」を利用し、
翌年の健診結果を改善させる。

健診結果、1回見て
そのままにしていませんか？
インセンティブ
行動4

令和2年度
25位「健診受診＝予防」ではありません！

インセンティブ
行動2

健診結果で「生活改善が必要」と判断された方は、
協会けんぽの特定保健指導を受ける。

お薬はジェネリックに！

令和2年度に取り組んだ指標❶～❺の結果、
総合順位は第26位となりました。
上位支部23位以内にランクされなかったため、
令和4年度の保険料率はインセンティブによる
軽減は受けられません。

インセンティブ
行動5

ジェネリック医薬品を
希望する。

特定健診等の
受診率

福井支部

全国

被保険者

17.0％
14.9％

福井支部

全国

19.6％
22.0％

被扶養者

特定保健指導の実施率

事業所様へ

●早期に医療機関を受診できるような環境整備を
①健診結果を確認し、「要治療」「再検査」と判定された従業員に早期受診を勧める。
②その後、従業員が受診したかどうかを確認する。
③就業時間内に受診できるよう、就業規則等に定める。

事業所様へ

●ジェネリック医薬品の希望を意思表示できる
　シールや、小冊子「ジェネリック医薬品Q＆A」を
　従業員に配布し、切り替えへの意識向上に
　努めてください。
●ツールについては協会けんぽへご連絡
　いただければお送りします。

事業所様へ
●特定保健指導対象者の案内が送付されたら、
　日程調整や指導を受ける環境づくりなどにご協力ください。

32.7％
32.4％

福井支部

全国

特定保健指導対象者の減少率

13.9％
10.0％

福井支部

全国

医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率

79.1％
79.5％

福井支部

全国

ジェネリック医薬品の使用割合年に1回健診を受診することはとても大切です。でも、もっと大切なこと
は、健診で身体の状態を確認し、後に病気にならないよう日頃からケ
アすることです。そのためにも保健師・管理栄養士による特定保健指導
を積極的に利用しましょう。

特定保健指導を受けた方の約5人に2人が、脱メタボを実
現しています。ぜひ「特定保健指導」を利用して、自分で立
てた目標を継続し、生活習慣を改善しましょう！

健診受診から3カ月経っても受診していない方に
は、協会けんぽから医療機関を受診するようご案内
しています。「要治療」「再検査」の判定はすでに病
気発症のリスクが高いことを示していますので、で
きるだけ早めに受診しましょう。

ジェネリック医薬品の使用が普及していくことで、医療費負担を
軽減することができます。特に、10歳代までの若い世代におい
て使用割合が低い状況です。ジェネリック医薬品への切り替えに
あたっては、意思表示をするためのシールなどを活用しましょう。特定保健指導の流れ

⇒ ⇒

インセンティブ制度
について
動画で解説！

（一社）福井県薬剤師会
マスコットキャラクター　『くすりゅう®』

ジェネリック
医薬品でOK

ジェネリック
OK

ジェネリック
を希望します

ジェネリック
を希望します

ジェネリック
OK

健康づくりは幸せづくり

9.96％
令和3年度※令和3年3月分（4月納付分から）

令和元年度：第5位
10.02％ － 0.04％（インセンティブ付与あり）
9.98％

被保険者（本人）の受診率は全国上位でした
が、被扶養者（ご家族）の受診率がかなり低い
結果でした。年に1回、ご家族を含めて健診を
受けましょう。

引き続き、指標❶～❺を積極的に取り組み、健康と保険料率の軽減を目指しましょう！

（福井県の率）（福井県の率）

健診に行く

健康相談を受ける

適正体重をめざす

薬はジェネリックに
してもらう

健診で引っかかったら
病院へ

●労働安全衛生法に基づく事業者健診を実施している事業所のうち、「健診結果の提供に係る同意書」のご
　提出により、データ提供できる健診実施機関で受診した場合、協会けんぽでは、従業員の健診結果データを
　反映することができます（40歳以上の協会けんぽの加入者分）。
●同意書のほかに、「健診結果通知書」をコピーして協会けんぽにご提供いただくことでも、従業員の健診結
　果データを反映することができます（40歳以上の協会けんぽの加入者分）。
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